
現在、赤石寮では飯伊地区の施設内クラスター情報を受け、面会制限を継続しています。医療や福祉では世間

の緩和ムードの一方で「持ち込まない対策」が求められます。制限の中でも「接する機会」を失わない様、窓越

し面会とLINEによるビデオ通話でご家族と利用者様をつなぐことを大切にしたいと考えます。

スマートフォンなどをお持ちでLINEを使っている方の中で「友だち自動設定」にしている方は、もうすでに

『赤石寮』と友だちになっているかもしれません。まだ、友だちになっていない方でビデオ通話などを希望する

場合は、以下の方法でも友だち追加ができますので参考にしてください。

【友だち追加】

① LINEホーム画面右上の人型アイコンをタッチして開きます

② QRコードをタッチするとカメラが起動するので右のコードを読み取って『赤石寮』を追加してください

【トーク】

① 『赤石寮』を選択し、「利用者様の氏名」と「ご家族の氏名」を入力して送信してください

② ビデオ通話を希望される場合は、希望する日時を教えてください。折り返し施設より返信いたします

【ビデオ通話の対応可能な時間帯】

※ 14時から16時まで

【注意事項】

① トークについて………常にLINEを確認しているわけではないので、返信が遅れる場合があります

② ビデオ通話について…希望者には事前に予約いただいた時間に赤石寮から掛けさせていただきます

③ 通話時間について……１回につき10分以内でお願いします

④ LINEの使用目的………面会制限の間、面会に代替するビデオ通話を目的としています。利用者様のご様子

など変わったことがありましたら、今まで通り電話でご連絡させていただきます

LINEのビデオ通話について
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窓越し面会を行う際に「声が聞きたいが聞き取りずらそう？」

「聞こえない？」「家族の声が聞こえているのかわからなそう？」

といった様子を何度か拝見しました。そこで、解決できればと思い

新しくインターホンを導入致しました。

電話方式で双方の声が同時に聞こえるため、窓越しではありますが、

今まで以上に会話の機会が期待できそうです。

窓越し面会用アイテム導入（4/28実施開始）

病院受診等の外出時に外出先からご家族様へ連絡する場合がご
ざいます。赤石寮外出専用番号を電話帳に登録していただきます
ようお願いします。外出専用携帯電話の新規導入

080-2257-1125



ご家庭で不要になりました、レジ袋、バスタオル、フェ

イスタオル、手ぬぐい等の綿製品がございましたら、事

務所迄届けていただけると助かります。

お願い

4民号外 令和4年5月26日 新型コロナワクチン追加接種（4回目接種）の実施について（通知）が阿南町

より発出されました。阿南町では国の方針に基づき、新型コロナワクチンの追加接種体制を以下のように進め

ています。

対象者 3回目接種を終了し、5か月以上経過した下記に該当する方

・ 60歳以上の方 ・ 18歳～59歳の基礎疾患のある方

◎ 上記の内容により、赤石寮では新型コロナワクチン追加接種実施について、接種機会の提供を目的に実施

をします。つきましては、身元引受人様のご意志確認のため3回目と同様に「接種しない」とご返答される方

にご連絡を7/15までにいただきたいと存じます。なお、「接種する」の方は連絡不要といたします。

接種医療機関 3回目同様に嘱託医による接種となります。（ワクチン種類：モデルナ社）

接種日程 ①8月5日 ②9月2日 2班に分かれて実施します。

新型コロナワクチン追加接種（4回目接種）の実施について

介護保険負担限度額認定証につきましては、７月末

で有効期限が切れます。各市町村から申請書が届い

た方（該当者のみ）については、各ご家庭に送付し

ますので、必要事項を記入の上、各市町村まで提出

をお願いします。

なお、介護保険負担限度額認定証が交付されると、

１年間は食費代の負担が軽減されます。

介護保険負担限度額認定証
更新について

円安も含め、世界的社会事情で物の値段が上がってい

ます。ご家庭での生計も苦しい時代と感じます。赤石

寮でも、光熱水費、食品、おむつ、日常品等の価格が

高騰しました。厳しい運営となりますが、今はただた

だ日々の節約等の工夫を重ね、個人負担する利用料が

上がらない様に努力して参りたいと考えます。

物価高騰について

食費／日 令和3年8月以降

第１段階 ３００円

第２段階 ３９０円

第３段階

第３段階① ６５０円

第３段階② 1,360円

第４段階（基準費用額） 1,600円 ※ 下記の行事は、例年と同様に実施しますが、

外部の方々を招待せずに行います。

また、阿南町第6弾の商品券を活用させてい

ただきます。

「夏祭り」 「蔵バイキング」 「敬老祝賀会」

「アイスクリーム・かき氷」

行 事 予 定


